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○休業日における教室使用に関する申合せ

平成20年12月15日

外国語学部長裁定

（趣旨）

１ 外国語学部が管理する教室（以下単に「教室」という。）の休業日（大阪大学

学部学則第６条第１項第１号、第２号及び第３号並びに同条第３項に規定する休

業日をいう。以下同じ。）における使用については、この申合せの定めるところ

による。

（基準）

２ 休業日においては、次の各号に掲げる場合を除き、教室の使用は認めない。

(1) 外国語学部（以下「本学部」という。）の授業に使用する場合

(2) 大阪大学（以下「本学」という。）又は本学部が主催又は主管する行事等に

使用する場合

(3) 国立大学法人大阪大学固定資産管理規則の規定に基づき、教室を貸し付ける

場合

(4) その他外国語学部資産管理責任者である外国語学部長（以下「学部長」とい

う。）が特に必要と認める場合

３ 前項第４号に定める「学部長が特に必要と認める場合」の基準は、教室をその

本来の用途又は目的を妨げない限度において本学内のものが使用する場合で、次

に掲げる場合等とする。

(1) 本学の他の部局が主催又は主管する行事等に使用する場合

(2) 本学の専任教員が本学の学生の教育（課外教育を除く。）又は自身の研究活

動（学会活動等を除く。）に使用する場合

(3) 本学部公認の学生団体がその本来の目的に添った活動に使用する場合。ただ

し、次のいずれかに該当する場合を除く。

① 楽器演奏等を伴うもので、教員の研究活動等に支障が生じるおそれがある

場合

② 不特定多数の者が参加する場合

③ 火気類を使用する場合

④ 飲食物等の販売を行う場合

⑤ アルコール飲料を持ち込む場合

（使用手続）

４ 第２項第４号の規定に基づき、休業日に教室を使用しようとする者は、使用日

の２週間前までに休業日教室使用許可申請書（別記様式）を学部長に提出し、そ

の許可を受けなければならない。

５ 学部長は、第３項第３号に定める基準に基づき、休業日における教室の使用を

許可しようとするときは、あらかじめ外国語学部学生支援委員会に当該活動の内

容についての審査を付託し、その結果に基づいてこれをしなければならない。

（遵守事項）

６ 休業日に教室を使用する者（次項及び第９項において「使用者」という。）は、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 教室を使用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 使用の許可を受けた教室の全部又は一部を他の者に転貸しないこと。

(3) 教室は、善良な使用者の注意義務をもって使用すること。

(4) 教室の使用後は、室内を清掃し、設備、備品等を原状に回復（空調設備、照

明設備等の電源の切断を含む。）すること。

（雑則）

７ 学部長は、使用者がこの申合せに違反したときは、その使用を中止又は禁止す

ることができる。

８ 学部長は、第４項の規定に基づいて使用を許可した教室について、本学又は本

学部が使用する必要が生じた場合には、当該教室の使用許可を取り消すことがで

きる。

９ 使用者は、故意又は過失により教室の設備、備品等を汚損、破損又は滅失した

ときは、その損害額を弁償しなければならない。
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別記様式

休業日教室使用許可申請書

平成 年 月 日

大阪大学外国語学部長 殿

申請者（使用責任者）

所属等

氏 名 印

連絡先（ ） －

下記の行事を開催するため休業日に教室を使用したいので許可願います。

使用団体等の名称

行 事 等 の 名 称

行 事 等 の

目 的 ・ 内 容

月 日( ) 時 分～ 時 分 空室確認

使用教室・日時 月 日( ) 時 分～ 時 分

月 日( ) 時 分～ 時 分

参 加 予 定 者
裏面「参加予定者名簿」のとおり。 本学教職員 人

本学学生 人、学外者（学生 人、その他( ) 人）

その他参考事項

※（使用者が学生団体の場合）

上記の行事については、私の管理監督下で実施し、「休業日における教室使用

に関する申合せ」を遵守することを誓約いたします。

平成 年 月 日

学生団体顧問教員

氏名 印

【申請者用】

休業日教室使用許可書

使用団体等の名称 【使用責任者氏名： 】

行 事 等 の 名 称

行 事 等 の

目 的 ・ 内 容

月 日（ ） 時 分～ 時 分

使用教室・日時 月 日（ ） 時 分～ 時 分

月 日（ ） 時 分～ 時 分

参 加 予 定 者
本学教職員 人、本学学生 人

学外者（学生 人、その他（ ） 人）

その他参考事項

上記のとおり教室の使用を許可する。

平成 年 月 日

大阪大学外国語学部長

【警備員用】

休業日教室使用許可通知書

使用団体等の名称 【使用責任者氏名： 】

行 事 等 の 名 称

行 事 等 の

目 的 ・ 内 容

月 日（ ） 時 分～ 時 分

使用教室・日時 月 日（ ） 時 分～ 時 分

月 日（ ） 時 分～ 時 分

参 加 予 定 者
本学教職員 人、本学学生 人

学外者（学生 人、その他（ ） 人）

その他参考事項

上記のとおり教室の使用を許可したので通知します。

平成 年 月 日

大阪大学外国語学部
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（裏面） 参 加 予 定 者 名 簿

所 属
氏 名 連絡先

所 属
氏 名 連絡先

職名又は学年 職名又は学年




